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はじめに

　本稿は、著作権等侵害罪（著作権法119条１項）
に関する裁判例について、行政刑罰のあり方の観点
から検討するものである。筆者は、本紙平成29年10
月12︲13日号（No.14547-14548）に掲載された「著作
権法上の刑罰規定に関する一考察 ―著作権法の実

効性確保の観点から―」において、著作権法（昭和
45年法律第48号。以下、単に「法」という）におけ
る刑罰規定（法119条ないし124条）について検討を
行い、同法上の義務の履行確保に重要な役割を担う
著作権等侵害罪の構成要件が抽象的・包括的にす
ぎ、その厳格な適用がかえって「文化的所産の公正
な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、
もって文化の発展に寄与する」という同法の目的（１
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条）に反するおそれがあることを指摘した。
　本稿においては、著作権等侵害罪の構成要件に関
する裁判例について整理・分析を行い、上記の著作
権法の目的に沿った実効性確保の観点から、著作権
等侵害罪の構成要件のあり方について検討を加える
こととしたい。

１　旧著作権法37条に関する裁判例（戦前）

　著作権等侵害罪について規定する法119条１項の
前身にあたる旧著作権法（明治32年法律第39号。以
下「旧法」という）37条は、「偽作ヲ為シタル者及
情ヲ知テ偽作物ヲ発売シ又ハ頒布シタル者ハ五十円
以上五百円以下の罰金ニ処ス」１と規定し、①偽作
および②偽作物の発売または頒布について罰金刑を
定めていた２（以下、偽作の罪を「偽作罪」という）。
第二次世界大戦前における偽作罪の構成要件に関す
る主要な裁判例としては、以下のものがある。

（１）　大判明治36年９月15日刑録９号1305頁
本件は、旧法制定以前に成立した著作物につい

て、偽作罪の対象となるか否かが問題となった事
案である。

旧法附則47条は、「本法施行前ニ著作権ノ消滅セ
サル著作物ハ本法施行ノ日ヨリ本法ノ保護ヲ享有
ス」と規定し、旧法施行前に成立した著作物であっ
ても、施行時に「著作権」が消滅していないもの
については旧法の保護が及ぶ旨を規定していた。

他方、旧法のさらに前身である版権法（明治26
年法律第16号）３条本文は、「版権ノ保護ヲ受ク
ムト欲スル者ハ…版権登録ヲ内務省ニ願出ヘシ」
と規定して、登録を版権保護の要件としていた

（ちなみに、制定当初の旧法15条２項は、「発行又
ハ興行シタル著作物ノ著作権者ハ登録ヲ受クルニ
非サレハ偽作ニ対スル民事ノ訴訟ヲ提起スルコト
ヲ得ス」と規定し、登録がなされていない著作物
については民事訴訟による救済が受けられない旨
を定めていた）。そのため、原審は、旧法の施行
前に成立した著作物については、版権法による登
録がなされていない限り偽作罪の対象とはならな
いと判示して、被告人に無罪を言い渡した。

これに対し、大審院は、「著作権法ニ所謂著作
権ハ版権法ニ規定シタル版権ト全ク同シカラズ版
権法ニ依レハ版権ハ之ヲ登録スルニ非サレハ存在

セスト雖モ著作権ハ之ト異ナリ著作者カ其権利ヲ
登録スルト否トハ唯偽作者ニ対シ民事ノ訴訟ヲ提
起スルヲ得ルト否トノ差アルニ止マリ其権利ハ登
録ノ有無ニ拘ハラス常ニ之ヲ享有スルモノトス」と
した上で、「著作権法附則第四十七条ニ依レハ…本
法施行以前ノ著作物ニ付テモ亦著作権ノ存在ヲ認
メ之ヲ保護スルノ趣旨タルコト明カナレバ其著作
者カ版権ノ登録ヲ為サヽリシカ為メ著作権法ノ保
護ヲ興ヘサル理由アルヘカラス」と判示して、原
判決を破棄し被告人に罰金100円を言い渡した。

検討するに、著作権は、文化の発展という政策
目的を実現するための法技術として人工的に定め
られた権利であることからすれば３、旧法施行前
に同法によって定められた著作権は存在し得えな
い。そのため、原判決のように、同法附則47条に
いう「著作権」は、図書に関する限り４、旧法の
前身である版権法所定の版権を意味するという解
釈も論理的には成り立ち得るものと思われる。本
判決は、厳密には旧法附則47条の解釈が問題と
なった事案であるが、本稿の問題関心からは、必
ずしも一義的に明らかであるとはいえない旧法37
条所定の偽作罪の構成要件につき、原審（広島控
訴院）と大審院とで解釈が分かれた事例として重
要な意義を有するものといえよう。

また、明治43年改正前の旧法15条２項は、「発
行又ハ興行シタル著作物」について、登録を受け
ていない著作者は民事訴訟を提起することができ
ない旨定めていたが、本判決は、登録の有無にか
かわらず著作者は著作権を享受するとして、偽作
罪の成立を認めている点も注目される（同趣旨の
大審院判例として、大判明治40年３月18日刑録13
号263頁がある）。

（２）　大判明治37年４月21日刑録10号848頁
本件は、偽作罪の成否に関し、旧法１条１項に

いう「複製」の意味するところが問題となった事
案である。

弁護人は、形体および文体において原著作物
と異なる部分のあることを理由に被告人の行為は

「複製」に該当せず、偽作罪は成立しない旨主張し
たが、大審院は、「著作権法第１条ノ所謂複製ト
ハ原著作物ト全然同一ノモノヲ再製スル行為ノミ
ヲ謂フニ非ズシテ原著作物ノ枝葉ニ於テ多少ノ修
正増減ヲ加フルモ其趣旨ニ於テ彼此同一ナル程度


